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建設委員会会議録 

平成１８年７月４日（火） 

（開 会）  １０：０４ 

（閉 会）  １２：４７ 

○ 委員長 

 ただいまから建設委員会を開会いたします。「議案第６１号 平成１８年度飯塚市駐車場事

業特別会計予算」を議題とします。執行部に補足説明を求めます。 

○ 土木管理課長 

 おはようございます。議案第６１号 平成１８年度飯塚市駐車場事業特別会計予算について

補足説明をいたします。平成１８年度飯塚市一般会計特別予算書の３８１ページをお願いいた

します。第１条で歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９,９６０万７,０００円と定める

ものであります。その内容について事項別明細書により、主なものについて説明をいたします。 

３８６ページをお願いいたします。まず、歳入につきましては、１款１項１目の駐車場使用料

として飯塚立体、本町、東町の３駐車場の使用料及び土地使用料を５,７３３万５,０００円で

計上をいたしております。また、２款１項１目の一般会計繰入金として４ ,１９９万

５,０００円を計上しております。次に、３８７ページをお願いいたします。歳出につきまし

て、１款１項２目の駐車場管理費では、飯塚立体、本町、東町の３駐車場の市営駐車場指定管

理委託料２,４５１万１,０００円等を計上しております。次に、３８８ページをお願いいたし

ます。２款１項の公債費ですが、市債償還元金４,７０５万９,０００円、また市債利子

１,６１８万円を計上いたしております。以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 安永委員 

 おはようございます。１つ質問があるんですけど、今度、新市になって合併に伴って、これ

駐車料金の値上げというのはなかったでしょうか、お伺いします。 

○ 土木管理課長 

 値上げはいたしておりません。 

○ 委員長 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第６１号 平成１８年度飯塚市駐車場事業

特別会計予算」は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第６５号 平成１８年度飯塚市水道事業会計予算」を議題といたします。執行部

に補足説明を求めます。 

○ 上下水道部総務課長 

 議案第６５号 平成１８年度飯塚市水道事業会計予算について補足説明いたします。別冊に

なっております予算書の１ページをお願いいたします。予算第２条の業務予定量でございます

が、主な業務の予定量を計上したものでございます。予算第３条の収益的収入及び支出でござ

いますが、収益的業務の収入として２１億６,６２８万４,０００円を、また２ページで支出と

いたしまして２４億１,８７１万８,０００円を計上しております。次に、予算第４条の資本的

収入及び支出では、資本的業務の収入として５億４,２１３万５,０００円を、また３ページに

支出として１１億８,９２２万５,０００円を計上いたしております。次に、主な内容について

予算明細書により御説明いたします。２２ページをお願いいたします。予算第３条の収益的収
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入では、１項１目給水収益で水道料金２０億６２４万４,０００円を計上しておりますが、旧

１市４町の平成１７年度当初予算との比較では、約２億円の減収となっております。これは

１市４町合併と同時に、飯塚市の料金に統一したためであります。続きまして、２８ページを

お願いいたします。収益的支出の配水及び給水費の工事請負費でございますが、老朽管等の布

設替工事として４件の工事費を計上いたしております。３５ページをお願いいたします。予算

第４条の資本的収入では、支出の鉛製給水管更新事業の財源として、１項１目企業債を１億円

計上いたしております。また、簡易水道事業費の財源として１項１目企業債を１億

６,０００万円、２項１目出資金を３,０００万円、３項１目国庫補助金を９,９９９万円計上

いたしております。次に、３６ページをお願いいたします。資本的支出の１項改良事業費でご

ざいますが、１目配水施設改良費及び、次の２ページの２目諸施設改良費の中で延べ８件の工

事費を計上いたしております。３８ページをお願いいたします。２項の新設事業費でございま

すが、１目配水施設新設費及び２目諸施設新設費の中で、延べ４件の工事費を計上いたしてお

ります。なお、お手元に予算資料といたしまして、業務予定表、予算収支総括表及び工事計画

概要書などを配付しておりますのでよろしくお願いいたします。それから、工事計画概要書に

添付しております工事箇所図が、わかりづらいものとなっておりますことをおわびいたします。 

以上、簡単ですが、水道事業会計予算の補足説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 人見委員 

 ３５ページの企業債の関係ですけど、鉛製の給水管の更新事業債１億、これの鉛管の大体更

新しなければならないメーターでも構わないんですが、現状はどうなっておるのか、まずその

点をお願いします。 

○ 上下水道部管理課長 

 お答えいたします。給水管の鉛管……。（「済みません、起立をお願いします。」との委員

長の声あり）失礼しました。鉛製の給水管につきましては、管理しております戸数が２万

７,６８３戸ございます。平成１７年度までに１万９,５３０戸の改良が終わっております。既

に、現在、８,１５３戸残っておりますが、毎年２,０００戸を改良いたしまして、平成２１年

までに完了する予定でございます。以上でございます。 

○ 人見委員 

 この鉛管に限らずと言った方がいいのかもしれませんが、鉛管の腐食で、漏水がいつから始

まっていたのかわからない、そんなケースがある場合に、通常の水道料金からけた違いの水道

料金がはじき出されて、それが発覚をしたケースがあるわけです。そうした場合の水道料金の

賦課のあり方、これについては何らかその基準というか、賦課の基準というのがあるのかどう

か。明確にあるのかどうか、その点いかがですか。 

○ 上下水道部業務課長 

 減免措置はございます。 

○ 人見委員 

 当然、因果関係がはっきりすれば、そうした減免措置はあるんだろうと思うんですが、その

減免措置の基準というか、どれくらいの以前から漏水が始まり、それに対する通常を超えた料

金が幾らと見越され、そしてそれがすべて減免されるのか。どうも聞けばそうじゃなくて、や

っぱり支払うべき料金が、通常よりは結果的には高くなったというような話が、私のもとにも

二、三来ているわけです。だから、そうした場合の減免措置の減免するに当たっての基準なり

何なりがあるのかと。 

○ 上下水道部総務課長 

 漏れた水量がなかなかわかりずろうございますので、前年同期の水量をもとに計算いたしま
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して漏れた数量を推測いたしまして、それの２分の１を、漏れた分の２分の１を減免、差し引

いております。 

○ 上下水道部長  

 具体的に数量で申しますと、通常前年が５０トン使われて、今回が１００トンというような

形でしますと、漏れたと思われる水量が５０トンでございます。５０トンの半額を減免すると

いうことで、２５トンを減免するということで、今回が５０トン、前年同期の５０トンプラス

の２５トンということで、７５トン分を賦課するような形になります。 

○ 人見委員 

 それは理屈で合っているんですか、そういうふうなものは。要するに、漏水した原因が、鉛

管の腐食でもって漏水しておりながら、前年同期の水量を超えた分の何で２分の１を、受益者

が負担をしなければならないのかというのが、根本的にやっぱり求められれば何でそうなのと、

ある意味じゃ言わざるを得ない。何で２分の１負担しなきゃいけないのと。これに対するちょ

っと見解をお示しください。 

○ 上下水道事業管理者 

 今、まさに具体的な突っ込んだお話をしてあるんですが、もともと今、この鉛管の布設替と

いうのは、主に道路内の本管から家庭内に引き込んだメーターの１次側といいますか、１次側

の鉛管の布設替が主な工事でございます。今、質問者が言われましたように、家庭内の漏水、

これすなわちその家庭の個人の財産でございますので、そこで家の老朽でも同じですが、老朽

しているために漏水と。この中での減免の措置の中で、ひとつもうちょっと詳しく申し上げま

すと、地下に埋設しておる管の中での対処と、１つは露出しておる管、そこからもぐっておる

対処は、これは別問題でございます。やはり水道管といえども個人の財産でございますので、

個人で管理していただくのが原則でございまして、今、まさに言われましたように受益者負担

でございますので、私どもも水を製品として給水しておるような状況でございますので、そこ

らあたりは痛み分けという形の中で漏水した、先ほども部長が申しましたように、半分はお互

いに負担し合おうというような形で決めているような状況でございまして、ここ１５年間その

体制をとっておるわけでございまして、今日決めたような状況ではございませんので、何とぞ

御理解をお願いしたいと思っておりますが。 

○ 人見委員 

 そうした理屈は、理屈でわかるような気がするんですが、ただ受益者側から言わしてもらう

と、確かに布設のとき幹線から家庭内に引き込むとき、そういう意味では自前でやってくださ

いというような話はありますが。だけど、感覚としてはどうしてこれが、いつ漏水してやって

漏れていたのかとか、そういう意味では全くある意味では不可抗力のようなところがあるわけ

です。そうしたときに、もう既に自分で引いたという感覚はないんです。水道料金については、

特に。だから、要はそうしたことからすれば、何らか１５年前からそういうふうな手段をとっ

ている。その以前はどうだったかまでは問おうとは思いませんけど、何らかそうした認識をき

ちんと持っていただくような、例えば措置がとれないのか。もう少し何かこう何らかこう文書

というか、何かそういうふうなこう、ものがきちんと明確にないのかと。要するに、個人の財

産であるという認識すらも、ややもすると薄いわけです。まして、そこに持ってきて漏水して、

わあ、ありゃこんなに高くなってどういうこっちゃと。だから、漏水しちょったと。じゃ、お

たくのせいですよと、受益者、あなたのせいですよと言われても、その感覚がないから認識が

ないから、半分減免されて納得するような話では、結果的にはなくなるわけです。であるなら、

何らか水道管を家庭に引くときとか許可を与えるときだとか、何かそういうふうなときだとか、

それとか領収書なら領収書の中に、何かその文言が入れられないか。通常は点検なんかしませ

ん。水道メーター料金が請求を受けて、そのとき初めて、ありゃおかしいちゅう話にしかなら

んとですたい。何か手立てはとれますか。そういう誤解というか、認識の改善に向かっては。 
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○ 上下水道事業管理者 

 貴重な御意見を拝聴いたしましたので、今後、局に持ち帰り、十分検討をしていきたいと思

います。ただ、これも漏水した人も、これは原水から上水というように生産しておるような状

況でございます。これは水道料金に一つ一つコストもかかっておるわけでございますので、そ

こらあたりも質問者も御理解をお願いしたいと思っておるわけでございますが、ひとつ今、言

われましたような形は、先ほど申しましたように、持ち帰って十分検討していきたいと思いま

す。できるだけ早く解決していきたいと思っておりますので。 

○ 人見委員 

 その鉛管の幹線から家庭の中に、受益者が、みずからが負担で持って個人の財産と言われま

したよね。幹線から家庭内への配管で鉛管を使用している戸数が、まだ八千幾らあるという話

なのか。いや、そうじゃなくて、幹線そのものにあくまでも鉛管の分が、それにかかわる戸数

が八千余あるというような話なのか。そこはどうですか。 

○ 上下水道部管理課長 

 お答えいたします。幹線の中に８,１５３戸ございます。 

○ 人見委員 

 既に、幹線で戸数を計算すれば、八千余りのまだ戸数が残っておると。幹線から家庭内に引

っ張っている鉛管というのはどうなんですか。そのあたりの把握というのは。 

○ 上下水道部管理課長 

 申しわけございません。説明が不足しておったと思います。幹線から家庭内に引き込んだ戸

数が８,１５３戸でございます。 

○ 人見委員 

 その鉛管は、要するに危険というか、そういう意味では取りかえが必要だということで、今、

進めておられると思うんですが、それは、要するに受益者負担は全くないわけですよね。 

○ 上下水道部管理課長 

 これは水道の費用で行っております。 

○ 人見委員 

 例えば、そうした水道料金の通常では考えられないような請求が来た場合に、それがたまさ

か鉛管だったと、ですね。鉛管のこの、布設替、更新というのは、もう既に長いこと言われ続

けてきていると思うんです。たまさか漏水した家屋が鉛管だったと。早く取りかえてくれてい

たら、こんなことにはならなかったがという思いも、また一面ではしてきます。納得してくれ

ますか、それで。 

○ 上下水道部管理課長 

 お答えいたします。本管からメーターまでの工事を、今、やっております。本管からメー

ターまでは水道局の管理となっておりますので、ここで漏水しましてもこの分は水道局持ちに

なりますので、住民の皆様に御負担はかけておりません。よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○ 森委員 

 済みません、４５番、森ですが、ちょっと会計上のことで１点お尋ねをいたします。よく資

本的取引のところにおいて、収入に対して支出がオーバーした場合において、よく補てんされ

ます勘定が過年度分の損益留保資金勘定です。これにつきまして平成１７年度末の総額を、ま

ずわかりましたらお知らせをください。 

○ 上下水道部総務課長 

 お答えいたします。過年度分損益勘定留保資金が１８億８,３３４万２,０００円でございま

す。 
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○ 森委員 

 これが最後の質問にしますが、そうしますと、これが平成１８年の今年の３月２６日に合併

して合算したわけですね。当然４日間のそこにタイムラグがありますけれども、１市４町のこ

の１８億８,０００万の明細がわかれば、ついでに御説明いただけませんか。（発言する者あ

り）  

○ 委員長 

 時間かかる。（発言する者あり）それじゃ、後ほど答弁をしていただくことにします。ほか

に質疑はありませんか。 

○ 安永委員 

 有収率向上のためにお伺いいたします。去る４月の予算の審議の際、日本共産党の楡井議員

の質問で、せっかくお金をかけてつくって水が２億６,０００万円分も失われている、漏水し

ていることが明らかになりました。このむだをなくすために、どのように対策がとられている

のか、どういう立場から、質問をいたしますので答弁をお願いいたします。上水道管の総延長

距離数、さらに布設経年とその距離数です。古い順に１０年単位でお願いします。さらに、そ

のアスベスト管、鉛管は含まれていなかったか。あれば、それぞれの距離数、布設替のための

単価は幾らになりますか。 

○ 上下水道部管理課長 

 お答えいたします。飯塚市の上水道の総延長でございますが、７６万１,８６０メーターで

ございます。ちなみに、旧飯塚市が４０万９,５８０メーター、旧穂波町が１１万７３０メー

ター、旧筑穂町が６万１,０００メーター、旧庄内町が１２万９,８７０メーター、旧頴田町が

５万６８０メーターでございます。次に、管の経年管及び距離でございますが、現在のところ

旧飯塚市と旧穂波町の合計は出ておりますが、残りの旧３町につきましては合併の関係あるい

は機械の関係で、今、調査中でございます。つきまして、旧飯塚、旧穂波町の合計で説明をさ

していただきます。４０年以上が２万８,３９５メーター、３０から４０年が１７万

６,２０９メーター、２０年から３０年が１２万５,５９０メーター、１０年から２０年が

１６万４,４７６メーター、１０年未満が１６万８,３３６メーターでございます。次に、アス

ベスト管でございますが、アスベスト管につきましては、旧頴田町に２,８９６メーター、旧

穂波町に３８.６メーター、計の２,９３４.６メーターがございます。これにつきましては平

成１８年度に頴田町の分としまして、２７０.３メーターを布設替いたします。残りの分につ

きましては、計画的に布設替をする予定でございます。以上でございます。 

○ 安永委員 

 布設替の単価を聞いて、お答え、お願いします。 

○ 上下水道部管理課長 

 失礼いたしました。これの布設替の金額でございますが、明確にいたしますと、今後、水道

局の設計の関係でいろいろ差し支えがございますので、非常に答えが出しにくいということと、

水道管の本管の大きさあるいは給水管をどのような布設をするか、材料を何にするかによりま

して、非常に特定ができかねるというところがございますので、そういう形で御理解をいただ

きたいというふうにお願いいたします。 

○ 安永委員 

 次に、有収率を１％延長したら、その量は何立方メートルになるか。また、その金額は幾ら

になるかをお答えください。次に、漏水防止のための有収率向上のための具体策をどのように

考えておられますか。早急にしなければいけないという、短期的にはどれくらい、今年度はど

れくらいされる予定なのかをお願いします。 

○ 上下水道部管理課長 

 お答えいたします。有収率を１％上げるとどのようになるかということでございますが、平
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成１８年度の年間給水量を１,５００万トンといたしますと、有収率を１％上げましたら

１５万トンの増量となります。これを料金にいたしますと、約２,０００万円程度増額という

ふうになります。漏水調査の関係でございますが、中期・長期に関しましては、飯塚市をブロ

ックごとに選定をいたしまして、統廃合を含めました年間計画を立てまして、家庭のメーター

を中心に漏水音を確認し、配水管の耐水検査を、漏水探査をしていくという計画を立てており

ます。ちなみに、今年は全市の家庭のメーターの漏水音を確認いたしまして、旧庄内町、旧頴

田町の本管上の漏水調査をいたすつもりでございます。以上でございます。 

○ 安永委員 

 次に、福祉料金についてですが、旧市町村では福祉料金として水道料が徴収されておりまし

た。新市において、福祉料金というのはありますかどうか、お伺いします。 

○ 上下水道部総務課長 

 お答えいたします。福祉料金につきましては合併協議の中で、飯塚市の料金体系に統一され

まして、旧町での制度は廃止されております。 

○ 安永委員 

 最後に、飲料水の安全の問題については、我が党の林議員が、こないだ議案質疑を行いまし

たが、災害の際、市民への安全な飲料水、生活用水の確保、供給の体制はありますか。 

○ 上下水道部総務課長 

 お答えいたします。当然、災害に際しましては、生活用水の確保のため、給水車等を配置い

たしまして飲料水の確保に努めてまいるものでございます。 

○ 委員長 

 いいですか。ほかに質疑はありませんか。 

○ 葛西委員 

 安永委員の質問にちょっと重複するかと思いますけども、石綿管だけのメーター数、あとど

のくらいぐらい残っているか、ちょっとお知らせいただきたいと思います。 

○ 上下水道部管理課長 

 石綿管は、旧頴田町に２ ,８９６.３メーター、旧穂波町に３８ .６メーター、計の

２,９３４.６メーターございます。以上です。 

○ 葛西委員 

 これは一応竣工の計画というのは立ててあるんですか。 

○ 上下水道事業管理者 

 今、布設替の計画があるかというお尋ねと、そういうふうに理解していいでしょうか。 

○ 葛西委員 

 最終的な工期です、大体何年ごろに終了するかということです。 

○ 上下水道事業管理者 

 今、水道施設の統廃合の計画を、今、立案中でございます。これが策定をいたしまして厚生

省に、これは、私どもは厚生大臣の認可をいただきますので、変更認可という形の中で申請し

なきゃいけませんので、それの申請をやるのが大体来年ぐらいになると思います。それで、

２年後に実施計画を進めていくわけでございますが、そのとき一緒に、今、旧頴田町さんの石

綿管というのを、主に配水池周りの管の石綿管、いわゆるそのパイプを使ってありますので、

そこらあたりの配水池を含めた計画変更を考えたいと思っておりますので、その結果が出まし

てから実施計画に踏み切りますので、その時点で御理解をお願いしたいと。それで、もう一つ

は、穂波町の３０何メーターという管につきましては、早急に来年度でも予算措置をしてかか

っていきたいと、このように思っておりますが、はい。 

○ 葛西委員 

 ということは、今年度も予算には入っておるわけですね。 
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○ 上下水道部総務課長 

 １８年度につきましては、旧頴田町の分のうちの２７０.３メーターを布設替いたします。

予算を計上しております。 

○ 委員長 

 よろしいですか。ほかに質疑はございませんか。（発言する者あり）いいですか。答弁でき

ますか。先ほどの。 

○ 上下水道部総務課長 

 先ほどの森委員さんの御質問ですが、書類をちょっと持ってきていませんので、後ほどお伝

えしたいと思います。済みません。（発言する者あり） 

○ 委員長 

 後ほどやったら、これは採決できんばい。暫時休憩します。 

休 憩 １０：４２ 

再 開 １０：４２ 

 委員会を再開いたします。ほかに質疑はございませんか。 

（ な  し ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はございませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第６５号 平成１８年度飯塚市水道事業会

計予算」は、原案どおり可決することに御異議はございませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第６６号 平成１８年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計予算」を議題とい

たします。執行部に補足説明を求めます。 

○ 上下水道部総務課長 

 議案第６６号 平成１８年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計予算について補足説明い

たします。先ほどと同じ予算書の４１ページをお願いいたします。予算第３条の収益的収入及

び支出でございますが、収益的業務の収入として２,２８４万３,０００円を、また４２ページ

で支出といたしまして４,２１４万７,０００円を計上いたしております。次に、予算第４条の

資本的収入及び支出ですが、資本的支出としまして３１８万８,０００円を計上いたしており

ます。次に、主な内容について予算説明書により御説明いたします。５５ページをお願いいた

します。予算第３条の収益的収入ですが、１項１目給水収益の５８８万６,０００円は、現在、

給水契約を結んでおります日本タングステン株式会社ほか５事業所の契約水量に基づく水道料

金を計上したものでございます。続きまして、５９ページをお願いいたします。予算第４条の

資本的支出ですが、１項１目企業債償還金３１８万８,０００円を計上したものでございます。 

お手元に予算資料といたしまして業務予定表、予算収支総括表及び工事計画概要書などを配付

しておりますのでよろしくお願いいたします。以上、簡単ですが、産炭地域小水系用水道事業

会計予算の補足説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第６６号 平成１８年度飯塚市産炭地域小

水系用水道事業会計予算」は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 
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 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第６７号 平成１８年度飯塚市下水道事業会計予算」を議題といたします。執行

部に補足説明を求めます。 

○ 上下水道部総務課長 

 議案第６７号 平成１８年度飯塚市下水道事業会計予算について補足説明をいたします。 

 予算書の６０ページをお願いいたします。予算第２条の業務予定量でございますが、主な業

務の予定量を計上したものでございます。予算第３条の収益的収入及び支出ですが、収益的業

務の収入として１３億４,３７８万８,０００円を、また６１ページで支出といたしまして

１２億９,４１２万３,０００円を計上いたしております。次に、予算第４条の資本的収入及び

支出では、資本的業務の収入といたしまして２０億９０６万２,０００円を、また６２ページ

に支出といたしまして２５億１,４３３万４,０００円を計上いたしております。主な内容につ

いて予算説明書により御説明いたします。７９ページをお願いいたします。予算第３条の収益

的収入１項１目下水道使用料で８億６,３１０万６,０００円を計上いたしております。続きま

して、８９ページをお願いいたします。予算第４条の資本的収入１項１目企業債の１１億

１,２９０万円、２項１目国庫補助金の７億７,２５０万円は、下水道事業１５億２,６００万

円の補助事業費に対する国の補助金等を計上したものでございます。次に、９０ページをお願

いいたします。資本的支出１項１目施設整備費で１０件の委託料と１２件の工事費を、１項

２目施設改良費で１件の委託料と７件の工事費を計上いたしております。お手元に予算資料と

いたしまして、業務予定表、予算収支総括表及び工事計画概要書などを配付しておりますので

よろしくお願いいたします。以上、簡単ですが、下水道事業会計予算の補足説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第６７号 平成１８年度飯塚市下水道事業

会計予算」は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第７７号 工事請負契約の締結について（弁分公営住宅建設工事（第３期））」

を議題といたします。執行部に補足説明を求めます。 

○ 契約課長 

 議案第７７号 工事請負契約の締結について（弁分公営住宅建設工事（第３期））の補足説

明をいたします。議案書の２３ページをお願いいたします。本件工事請負契約の締結につきま

しては地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約に関する条例の規定に

基づき、本案を提出するものであります。この契約の内容につきましては、工期は本契約とし

て認められた日から平成１９年５月３１日までとし、契約金額は４億９,１２９万５,０００円

で、九特・徳永特定建設工事共同企業体、代表者九特興業株式会社代表取締役、新川猛文と契

約を締結するものであります。お手元の工事請負契約議案資料の１ページをお願いします。本

工事の入札執行状況につきましては指名基準により、特定建設工事共同企業体への発注となり

ますので業者選考委員会において、手持ち工事のない建築工事Ａランク業者全１１社とＢラン

ク業者１１社を選考の上、Ａランク業者を代表者とし、Ｂランク業者との間に特定建設工事共

同企業体を結成させ、５月３０日に入札を行いました。その結果、予定価格４億９,４１３万

４,２００円に対し、落札額４億９,１２９万５,０００円、落札率９９.４２％で九特・徳永特

定建設工事共同企業体が落札しております。なお、この入札は予定価格及び最低制限価格を事
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前に公表し、執行しております。以上、簡単でございますが、議案第７７号の補足説明を終わ

ります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第７７号 工事請負契約の締結について

（弁分公営住宅建設工事（第３期））」は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第７８号 工事請負契約の締結について（大坪団地建設工事（１工区））」及び

「議案第７９号 工事請負契約の締結について（大坪団地建設工事（２工区））」は関連があ

りますので一括議題とします。執行部に補足説明を求めます。 

○ 契約課長 

 関連がございますので、議案第７８号 工事請負契約の締結について（大坪団地建設工事

（１工区））と議案第７９号 工事請負契約の締結について（大坪団地建設工事（２工区））

の２件を一括して補足説明をいたします。議案書の３０ページをお願いいたします。本件工事

請負契約の締結につきましても同様に、地方自治法９６条第１項第５号及び議会の議決に付す

べき契約に関する条例の規定に基づき、本案を提出するものであります。この契約の内容につ

きましては、工期は本契約として認められた日から平成１９年７月３１日までとし、契約金額

は２億４,７３８万円で、三協技建株式会社代表取締役、木村尚典と契約を締結するものであ

ります。お手元の工事請負契約議案資料の２ページをお願いします。本工事の入札執行状況に

つきましては指名基準により、業者選考委員会において、手持ち工事のない建築工事Ａランク

業者全社を選考の上、指名し、５月３０日に入札を行いました。その結果、予定価格２億

４,８６７万１,５００円に対し、落札額２億４,７３８万円で、落札率９９.４８％で三協技建

株式会社が落札しております。次に、議案書の３７ページをお願いいたします。この契約の内

容につきましては、工期は本契約として認められた日から平成１９年７月３１日までとし、契

約金額は２億１,４０６万３,５００円で、株式会社中村建設代表取締役、中村 巧と契約を締

結するものであります。お手元の工事請負契約議案資料の３ページをお願いします。本工事の

入札執行状況につきましても指名基準により、業者選考委員会において、手持ち工事のない建

築工事Ａランク業者全社を選考の上、指名し、５月３０日に入札を行いました。その結果、予

定価格２億１,４８６万４５０円に対し、落札額２億１,４０６万３,５００万円、落札率

９９.６２％で株式会社中村建設が落札しております。なお、この２件の入札につきましても

予定価格及び最低制限価格を事前に公表し、執行しております。以上、簡単でございますが、

議案第７８号及び議案第７９号の補足説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 安永委員 

 両方とも屋根がアルミ亜鉛メッキ銅版となっていますが、これはソーラーシステムか何かを

つけているということでしょうか、お伺いします。 

○ 建築課長 

 これは一般の屋根材ということでございます。 

○ 委員長 

 わかりました。もう一度、聞こえなかったそうです。 
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○ 建築課長 

 一般の屋根構造でアルミ材を使っております。 

○ 安永委員 

 前に、これ庄内の大坪団地、ソーラーシステムがついているちゅうことをちょっとお伺いし

たんですが、今回のとはついていないんですかね。 

○ 建築課長 

 ソーラーシステムはついております。（「あ、おります。」との委員長の声あり）ついてお

ります。 

○ 安永委員 

 このソーラーシステムを取り入れることによって、電気料金の差額なんかがわかれば教えて

いただきたいんですが。 

○ 建築課長 

 電気料金の差額というのはなかなか難しいもので、まずソーラーシステムで発電いたしまし

て、そして売電をすると。ですから、売電料金は出ますけれども、ソーラーシステム、電気代

がどのぐらいかかっているのかというのはちょっと難しいところでございます。 

○ 安永委員 

 ごめん、ちょっとこの目的がよくわからないんですが、この何でソーラーシステムをつけて

いるのかという目的を、済みません。 

○ 住宅課長 

 これは旧庄内町で、前、若草団地、これにもソーラーシステムがついております。それから、

今回の大坪団地も旧町時代に太陽光発電システムを導入するという方向にきております。さら

に、若草団地から大坪団地に計画する間に、赤坂幼稚園だったと思いますけれども、そちらの

方にも公共施設におきましては、太陽光発電を導入されておられる経過があります。それは、

一つの環境面を配慮して町の考え方として、公共施設にはそういうふうな太陽光発電を導入さ

れておるというふうなことでございます。 

○ 安永委員 

 将来にわたっていろいろ建てかえがあるんですが、今後、住宅建てかえのときに、このソー

ラーシステムをつけることを計画されているかどうか、最後にお伺いします。 

○ 住宅課長 

 合併しまして、今後、新たな建てかえ計画も進めていかなければいけませんけれども、基本

的には内容を見てみますと、非常に投資額が高いということで、それに伴う発電、売電効果と

いうのは非常に低いということもありますので、今後は全庁的にどういうふうに導入していく

かというふうなことは検討したいと。ただ、旧飯塚市の時代でも環境共生住宅を推進してくと

いうことから見ますと、こういった自然エネルギーの導入も、ひとつ考えていかなければいけ

ないというふうなことにもなりますけれども、一方建設工事費がかなりかさむということから、

十分検討をしていきたいというふうに考えております。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○ 中須委員 

 今、議案７７から７９の中でちょっとお尋ねしたいんですが、指名業者はそれぞれここ

１１とかそのぐらいあるんです。大体、今後、こういう事業、それからこれからかかわってく

る土木事業において、指名業者を１つの事業に対してどのくらい入れていかれる考えがあるか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○ 契約課長 

 今、お尋ねの指名業者の数でございますが、指名基準というのを作成しております。その中
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で建築におきましては、ＡランクからＦランクまでの６ランクを規定しております。建築工事

の金額にもよりますけど、一応７,０００万円以上というのがＡランク工事で該当しますので、

７,０００万円以上についてはＡランク業者を全社、その中で手持ち工事のある業者などは除

きまして、Ａランクに格づけされておる業者は全社指名ということでございます。 

○ 中須委員 

 この落札率ちゅうのが常に問題になるわけです。だから、激しい競争があればこの落札率が

下がってくる。そこにおいて下がればいいというもんじゃないんです。その工事の内容という

ものが、これはもうでき上がりです、完工された仕事の中身が大切なことですけども。やはり

今、一般的に競争率、落札率が余りにも１００％に近くあれば、何かあるんではないかという

のが通常の考えですから、今、言われたことはよくわかりますけども、今後においてしっかり

した競争が行われるように取り計っていただきたいと思います。以上、終わります。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○ 森委員 

 ４５番、森ですが、７番の安永さんの議員の質問に関連するんですけど、ソーラーシステム

の工事費と、それとそれによる売電の年間の売買の推計額、これは当然出ておると思うんです。

そこをまずお聞かせ願えませんか。 

○ 住宅課長 

 太陽光発電の建設工事費としまして１期工事、２期工事合わせましてですけれども、約

２,３００万弱の建設工事にかかっております。それにあわせまして売電ですけれども、これ

は若草団地、既に若草団地に導入しておりまして、それのデータを見てみますと、年間に約

１７万から１８万ぐらいの売電量が出ております。あわせまして、そのほかにエレベーターと

か浄化槽に伴う電力を使用しておりますので、それと合わせますと、年間に約３０万弱の発電

力が出ておるというふうに理解されるんではないかと思っております。それから見たときに、

２,３００万近くの設備投資をしておる中では到底、今後、どうするかというふうなものも考

えますと、非常に財政的な面から見ても、果たしてどうかというふうなところの疑問はあると

ころでございます。 

○ 森委員 

 ４５番、森ですが、私は、若草はそのとき関係しておりませんでしたけれども、赤坂の保育

所のときにちょっと関係しておりまして、委員会でそこの説明がなくて、こちらの方からお尋

ねしましたときに、やはり約７０年の、単純計算しましたら出たんです。今と全く同じような。

売電をやっての年間の販売額と設備投資を。当然これに対しましていろんなメンテですとか

云々かかれば、８０年かかるじゃないかと。公的な機関においてこういったものの耐用年数は、

大体３０年が目いっぱいじゃないですか、ということを申し上げたことがあるんです。ですか

ら、幾ら環境に云々言っても、やはりある程度の投資に対する効果の比のバランスについては、

幾ら公共事業と言えども、精神的なことを、厖大事業をやらなくてはいかんといっても、一定

のやはりそこには則があるんじゃないかと言った、私、記憶があるんです。そういったことで、

７０年も直接的な回収コストがかかるようなものは果たしてどうかなというのを、ちょっと苦

言になりますけれども、意見を出させていただきまして終わります、質問は。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

○ 松尾委員 

 ６９番、松尾でございます。私は、地場産業育成ということにつきまして、執行部の皆様に

お願いをしておきたいということがあるわけですが、飯塚市のこの入札につきましては総投げ

の入札をやるのか、部分発注でやっているのか、これは今、見ていると全く部分発注じゃない
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ような気もするし、特殊な事業については部分発注をやっているのかしれませんが、その点ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○ 建築課長 

 弁分団地は分割発注で行っております。これはなぜかといいますと、合併当時に補助申請並

びに交付税あたりの許可が出ておりませんでしたので、分割発注をいたしております。それと、

大坪団地の方ですが、このときはやはりもう交付申請許可が出ておりましたので、旧庄内町の

やり方でやっております。一括発注ということになっております。 

○ 松尾委員 

 よくわかりました。私は、一貫して地場産業育成というようなことで、今までずっと質問を

してきた１人でございます。これを一括発注しますと、そこの下請け、これにみんな安い参加

でみんなやるわけです、大元が。これは地場産業育成になっていないんです。飯塚市の場合は、

部分発注をやっているというふうなことをちょっと耳にしておりましたけど、この感覚を見ま

すと、どうもそういうような形でないなと思いまして、ちょっと御意見をしたわけでございま

す。今後とも地場産業育成というものを頭の中から忘れないように、地元の中小企業対策にも

しっかり力を入れてもらいたいと、このように思っております。終わります。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第７８号 工事請負契約の締結について

（大坪団地建設工事（１工区））」及び「議案第７９号 工事請負契約の締結について（大坪

団地建設工事（２工区））」以上２件は、いずれも原案どおり可決することに御異議はありま

せんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本件２件はいずれも原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。暫時休憩いたします。再開を１１時１５分とします。 

休 憩 １１：１０ 

再 開 １１：２０ 

 委員会を再開いたします。次に、「議案第８０号 損害賠償の額を定めることについて」を

議題といたします。執行部に補足説明を求めます。 

○ 土木管理課長 

 議案第８０号 損害賠償の額を定めることについて御説明をいたします。４３ページをお願

いいたします。平成１８年３月の５日午前０時３０分ごろ、市内川津の市道向柳１号線におい

てでございます。水路転落防止用ガードレールの破損部分の隙間から水路に転落し、負傷した

ものでございます。事故によります過失は飯塚市が５０％、相手側が５０％ということで仮示

談が済み、解決しております。損害賠償の内訳でございますが、治療費や慰謝料等１３万

６,８９４円のうち、先ほど御説明いたしました市の過失割合５０％ということで、６万

８,４４７円の損害賠償額ということでございます。なお、賠償金６万８,４４７円につきまし

ては、全額が社団法人全国市有物件災害共済会から市に支払われます。なお、ガードレールを

含め、市道につきましては日ごろより目視点検等を行い、事故が起きないように十分気をつけ

てまいります。以上で説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 人見委員 
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 ここは、ガードレールがなかった部分から転落ということですけども、破損部分の隙間から

ということですが、これは事故後、改善はひとつはされておるのかどうかです。 

○ 土木管理課長 

 即、改善しております。 

○ 人見委員 

 これこの地図ですけど、事故の現場の状況はわかるんですが、大体こう横田の地域は大体頭

に入っておるつもりなんですが、まさにどこのどの交差点なのか、どの部分、どのあたりの道

路なのかが、この地図だけでは全然、住所は確かに書いてあります、横田の何番地と。ええ、

だけど、全然わからんとですたい。だから、もう少し工夫できんですか、これは。こうしたあ

ってはならんことやけども、せっかくこうやって示してくれるとやったら。 

○ 土木管理課長 

 今、御指摘のとおりでございます。次回からはもう少し詳細に記載したいと考えております。

よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 

 よろしいですね。ほかに質疑はございませんか。 

（ な  し ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第８０号 損害賠償の額を定めることにつ

いて」は、原案どおり可決することに御異議はございませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８１号 損害賠償の額を定めることについて」を議題といたします。執行部に

補足説明を求めます。 

○ 土木管理課長 

 議案第８１号 損害賠償の額を定めることについて御説明をいたします。４６ページをお願

いいたします。平成１８年４月の５日午後５時ごろ、市内川津の市道目尾横田線においてでご

ざいますが、当事者が、東川津交差点を相田方面から小竹方面に右折をしたところ、（「左

折」と呼ぶ者あり）あ、左折したところ、交差点出口付近にできた陥没部分に左車輪を落とし、

タイヤ、ホイールを損傷したものでございます。事故によります過失は、飯塚市側が１００％

ということで仮示談が済み、解決しております。損害賠償の内訳でございますが、修理費用が、

２５万２,０００円が損害賠償額ということでございます。なお、賠償金２５万２,０００円に

つきましては、全額が社団法人全国市有物件災害共済会から市に対し支払われます。以上、簡

単でございますが、説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はございませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第８１号 損害賠償の額を定めることにつ

いて」は、原案どおり可決することに御異議はありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８２号 損害賠償の額を定めることについて」を議題といたします。執行部に

補足説明を求めます。 
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○ 土木管理課長 

 議案第８２号 損害賠償の額を定めることについて御説明いたします。４９ページをお願い

いたします。平成１８年４月の１４日午後１１時２０分ごろ、市内庄司の市道相田庄司線にお

いてでございます。当事者が、庄司方面から相田方面に走行中、道路にできました陥没箇所に

左前輪を落とし、タイヤ、ホイール等を損傷したものでございます。事故によります過失は、

飯塚市側が６０％、相手側が４０％ということで仮示談が済み、解決しております。損害賠償

額の内訳でございますが、修理費用は２万９,０００円のうち、先ほど御説明いたしました市

の過失割合が６０％ということで、１万７,４００円の損害賠償額ということでございます。

なお、賠償金１万７,４００円につきましては、全額が社団法人全国市有物件災害共済会から

市に対し支払われます。以上、簡単でございますが、説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第８２号 損害賠償の額を定めることにつ

いて」は、原案どおり可決することに御異議はございませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８３号 損害賠償の額を定めることについて」を議題といたします。執行部に

補足説明を求めます。 

○ 土木管理課長 

 議案第８３号 損害賠償の額を定めることについて御説明いたします。５２ページをお願い

いたします。平成１８年４月１５日午後７時５５分ごろ、市内潤野の市道伊岐須小正線におい

てでございます。当事者が、小正方面から花瀬方面に走行中、道路にできました陥没箇所に左

前輪を落とし、ホイールを損傷したものでございます。事故によります過失は、飯塚市側が

１００％ということで仮示談が済み、解決しております。損害賠償額でございますが、修理費

用は１万７１０円のうち、先ほど御説明いたしました市の過失割合が１００％ということで、

１万７１０円の損害賠償額ということでございます。なお、賠償金１万７１０円につきまして

は、全額が社団法人全国市有物件災害共済会から市に対し、支払われます。以上、簡単でござ

いますが、説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第８３号 損害賠償の額を定めることにつ

いて」は、原案どおり可決することに御異議はございませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８４号 損害賠償の額を定めることについて」を議題といたします。執行部に

補足説明を求めます。 

○ 土木管理課長 

 議案第８４号 損害賠償の額を定めることについて御説明いたします。５５ページをお願い

いたします。平成１８年４月の１５日午後９時３０分ごろ、市内潤野の市道伊岐須小正線にお
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いてでございます。当事者が、小正方面から花瀬方面に走行中、道路にできました陥没箇所に

左前輪を落とし、タイヤ、ホイールを損傷したものでございます。事故によります過失は、飯

塚市側が１００％ということで仮示談が済み、円満に解決しております。損害賠償額でござい

ますが、修理費用は３万７,７５８円のうち、先ほど説明いたしました市の過失割合が

１００％ということで、３万７,７５８円の損害賠償額ということでございます。なお、賠償

金３万７,７５８円につきましては、全額が社団法人全国市有物件災害共済会から市に支払わ

れます。簡単でございますが、説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 木和田委員 

 ６２番、木和田です。これは先ほどと同じ事故の状況ですが、この約１時間半前の事故で、

次が１時間半後の事故で、これは何かの対策はできなかったものか。 

○ 土木管理課長 

 時間差がないころに事故が起きたわけでございますけども、この場所につきましては降雨に

よりまして補修後に、また再度穴がほげたということで事故に遭っております。 

○ 木和田委員 

 その結果を言うているわけじゃないです。この日の事故のことで言うているわけです。１時

間半の余裕があった事故です。それをそのときにガードレールいうか、コーンでも置くなり何

かの対策ができなかったものか、それを聞いているわけです。 

○ 土木管理課長 

 わかりました。事故が土曜日ということで、通報がわかりまして、その後に補修したという

形でございます。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

（ な  し ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第８４号 損害賠償の額を定めることにつ

いて」は、原案どおり可決することに御異議はございませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８５号 損害賠償の額を定めることについて」を議題といたします。執行部に

補足説明を求めます。 

○ 土木管理課長 

 議案第８５号 損害賠償の額を定めることについて御説明いたします。５８ページをお願い

いたします。平成１８年５月１０日午後８時ごろ、市内綱分の市道工場団地線においてでござ

います。当事者が、上三緒方面から綱分方面に走行中、道路にできました陥没部分に左前輪を

落とし、タイヤを損傷したものでございます。事故によります過失は、飯塚市側が８０％、相

手側が２０％ということで仮示談が済み、解決しております。損害賠償の額でございますが、

修理費用は１万２,８１０円のうち、先ほど御説明いたしました市の過失割合８０％というこ

とで、１万２４８円の損害賠償額ということでございます。なお、賠償金１万２４８円につき

ましては、全額が社団法人全国市有物件災害共済会から市に対し支払われます。以上、簡単で

ございますが、説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

○ 人見委員 

 これ全体……。（「まだ、あと２つ続きますよ。」との委員長の声あり）え、え、あとが続

くんかね。（「今、言います。あと２つ続きます。」との委員長の声あり）え、あとが続くん

かね。あ、もう一つあるんかね、じゃやめた。 

○ 委員長 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第８５号 損害賠償の額を定めることにつ

いて」は、原案どおり可決することに御異議ございませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８６号 損害賠償の額を定めることについて」を議題といたします。執行部に

補足説明を求めます。 

○ 土木管理課長 

 議案第８６号 損害賠償の額を定めることについて御説明いたします。６１ページをお願い

いたします。平成１８年５月の１０日午後１１時ごろ、市内相田の市道相田庄司線においてで

ございます。当事者が、庄司方面から伊岐須方面に走行中、道路にできました陥没箇所に左前

輪を落とし、タイヤを損傷したものでございます。事故によります過失は、飯塚市側が７０％、

相手側が３０％ということで仮示談が済み、解決しております。損害賠償の内訳でございます

が、修理費用９,２００円のうち、先ほど説明いたしました市の過失割合が７０％ということ

で、６,４４０円の損害賠償額ということでございます。なお、損害金６,４４０円につきまし

ては、賠償額が１万円未満で、社団法人全国市有物件災害共済会保険の規定により、保険の支

払いの対象外となりますので、全額、飯塚市の単費として支払います。なお、市道につきまし

ては日ごろより目視点検を行うなど、事故が起きないように十分気をつけてまいります。以上、

簡単でございますが、説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 人見委員 

 これは本会議でもありましたけど、例年にない数なんです。日ごろ、特に最近、ここ数年で

すけども、雨の強く降った後を走っていて非常に目立つわけです。今回、このようにやっぱり

現実に起きてきた。もうたかだか本当に市の賠償金額がこの案件なんか６,４４０円、１万円

未満で済んでいるとはいえ、一つ間違えば人身に至るような大きな事故にもなりかねない。 

要するに、穴ぼこを瞬間的に避けようと思ったとか、こんな事故が、今回はなかったからまだ

幸いと言えるとも思うんですけども。それで、先ほども課長、言われたように、土日やったか

ら土日やったから、ちゅう話も、これは全体を見ていたら２件から３件、土曜日、日曜日が入

っているんです。こうした中で、まず大事なことはそれこそ、市長が、市民との協働、協働と

いう話をしますが、通報しても、要するに市役所は２２の５５００番です。ですよね。この種

の通報について、即、土木管理なり行くような連絡が、通報が行くようなシステムだとか、さ

らに言うたら土曜日、日曜日、祭日の職員が休みの日の、役所が休みの日のこうした通報のシ

ステムというか、あり方、まずこのあたりはこう何か抜本的にその検討がなされておるのか。

その必要はあるのかないのか、どうですか。 

○ 土木管理課長 

 今、委員さんの御指摘のとおりでございます。土曜、日曜日を挟んだ事故が多発しておりま

す。その中で、市の職員につきましてもメールで送って、そういう穴ぼこ等は確認できたら通

報をお願いしたいと。また、清掃業務業者ですか、そちらの方にも相談しており、また郵便局
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に対しましても強く、こういう穴ぼこがあれば連絡を願いたいということで文書等、また会議

等の席上でも相談しております。土曜日、日曜日、祭日ということになりますと、現在、そう

いう手は打っていないわけでございますけども、何らか検討をしなければならないのかなと、

そのように考えております。 

○ 人見委員 

 先ほどの木和田委員さんの話も、やっぱり１時間足らずの間に同じ箇所でというようなこと

を考えると、何かできんやったとかちゅうやっぱり思いますわね。それで、今の答弁を聞いて

いても、何かやるのかやらないのか、その気がついたところをちょこちょこと扱うのか扱わな

いのか、何かやっぱりもどかしいような、聞いていて気がいたします。いろんな仕組みがある

と思うんです。確かに、郵便局だとかもろもろの話があろうと思うんですが、要は、もう一つ

はやっぱり地域というか、それぞれこの時期になったらとか、今は、要するに予報だってほぼ

高い確率で当たるわけです。そうしたそのことも考えあわせると、要するに事前にとか、ある

意味ではこの時期に至れば、しょっちゅう何らかやっぱり回覧で回すだとか、何かやっぱり方

法があるだろうと思うんです。せめて、とれる手段、方法はやっぱり衆知を集めて、明確に何

らか示すべきではないだろうかという気がするんですけど、いかがですか。 

○ 土木管理課長 

 土曜、日曜日にかかわらず、苦情は入ってきておるわけでございます。そういうことで職員

も出して、即、穴ぼこの補修等、対応はしておるんですけども、また通常、日ごろ道路パト

ロールにおいてもそういうような予想といいますか、悪い箇所については重点的に補修はして

おるつもりでございますけども、今、言われます土曜、日曜日についての穴ぼこの緊急をと、

緊急連絡受け方としてはそういうことで、苦情が入れば対応しておりますけども、そういうこ

とを発見されましたら通報を願うというシステムを、市報等にでも記載してみたらどうかと、

かように考えております。以上でございます。 

○ 人見委員 

 決して、役所が対応していないとか言っているわけじゃないんです。きょう走っていたらや

っぱり一生懸命補修をされていました。だから、懸命にされていることはわかるし、金がない

ことも重々わかるんです。本当をいうときちんとし直さないと、同じ箇所が、一雨降るたんび

に補修しても補修しても切りがない、イタチごっこをやっているわけです。そのこともわかっ

ているんです。だから、事前に何か、事前にというか、気がついたときに何かこう印をつける

とか。我々でもできるのかとか、気がついたらその人が、その場ですぐ後続の車両に何らかの

サインを送れるような協力ができるかどうか。そういうふうなこともひっくるめて、しっかり

とやっぱり検討をすべきことではないかなと。もう、やっぱり２度、３度じゃないはずです。

同じ箇所が。そのたんびにやっぱり、今はこれくらいの事故で済んでおるけども、と考えると、

もう少しちょっと突っ込んで、システム化ちゅうたらおかしいけども、いろんな通報から対応

処置まで、とてもとても限られた職員の方々で、私は対応できるような話じゃないと思うんで

す。まさに、これこそ市民の協力なりいただいて、気がついていても素通りしてしまうんです。

あいた、あそこが危なかったがな、と思いながらも、素通りしてしまうんです。そうやっちゃ

ならんと思うけれども、じゃ具体的にとまって、何らか対応措置が自分でできるかと。気がつ

いた人が。なかなかそれもできない。だから、何かそこにできるようなものだとか、せめて通

報システムから始まって考えていただきたいと、強く要望というか、お願いをしておきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

○ 委員長 

 答弁はいいですね。（「はい。」と呼ぶ声あり）ほかに質疑。 

○ 中須委員 

 今、人見議員からも話がありましたが、この件で最後までいくと賠償問題が８件あるわけで
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す。この中で、私もこうぷっと見ましたら、飯塚市内７つ、旧飯塚市です。庄内が１つと。こ

ういうこれがあるんですけども、この中で陥落ということで事故が起きているのが６件あるわ

けです。私ども旧頴田のときは、役場なり何なりにこういうところ、陥落場所があるよと、ど

こそこがおかしいよと連絡すればそういう依頼があると、担当の者が出てきてそういう陥没場

所を早急に手当しよったと、そういうふうに思って、そういう損害賠償の起きるようなことは、

私は余り記憶にないんです。それで、この旧飯塚市の中で最近のことですけど、こういうこと

が多いというのはどういうことかなと。こういうことは全体的にも、今、言われましたけども、

この交通事故をなくそうという観点から考えれば、こういう場所があればどこに知らせたらい

いのか。できれば、警察と協力して警察に連絡していただく。あるいはこの飯塚市の中、今か

らありますいろんな支所にこういう御連絡をくださいというようなことを、やはり市が積極的

に指導していかんと、そういう御連絡がないままにこういう事故が、また頻繁に起きるんじゃ

ないかと思います。と同時に、今、この市政の予算を見ても多分、道路を改良しなくちゃなら

んけども、悲しいかな、予算上のことでせないかんのが１年おくれたり２年おくれたり、そう

いうことが往々にして今後もあると考えられるわけです。そういうことも含めて、やはり皆さ

んのそういう、まず一番にどこに連絡をするようにしてということを市報なり何なりで知らせ

るようなことは、今後、できますか、簡単に。 

○ 土木管理課長 

 今、先ほど来より貴重な御意見をいただいております。検討して実行に移したいと考えてお

ります。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

○ 安永委員 

 道路パトロールのことが出たんですけど、これは何台ぐらい回っているというか、用意され

ているのか。それと、各支所にもどのくらい置いてあるのか、お伺いします。 

○ 土木管理課長 

 飯塚市に、旧飯塚市でございますが、道路パトロール車１台、これは常に２名常時でパト

ロールしております。それと、頴田、庄内においては、これは旧２町を合わせましてパトロー

ル車１台、これも２名体制でパトロールしております。それから、穂波、筑穂についても同様

に１台ありますけども、これについても２名で対応しております。以上です。 

○ 安永委員 

 飯塚市で１台ということなんですけど、この何というんですか、事故の件数が非常に多いの

で、１台では足りないのではないかなと思うんですけど、予算とかいろいろ関係がありますけ

ど、もう少し何というんですか、台数をふやして細かに回ったらいいかと思いますので。 

○ 委員長 

 要望でいいですか。（「はい。」と呼ぶ声あり）はい、わかりました。ほかに質疑はござい

ませんか。 

○ 松尾委員 

 この８件あるこの損害賠償の中で、私、ちょっと思ったんですが、同じ陥没に落ちて行政と

被害者とのバランスです、２０とか８０とか１００とか、こういうふうな割合の解決をされて

おるようでありますけど、このくぼみの深さがどれぐらいあったのか。これのホイールまでや

るような大きなくぼみをつくっておったのか。いろいろなことを、今、私、推測するわけです

けど、その点についてちょっと教えていただきたいと思いますが。 

○ 土木管理課長 

 今、くぼみ、深さはどんくらいあったのかということでございます。１０センチから１５セ

ンチございました。（「それは８件とも。」という委員長の声あり）そうです。 
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○  松尾委員 

 ６９番。１０センチ、１５センチで深みに入って、どんなスピードで来たのか知りませんけ

ど、これによってフレームがいくとかそういうふうな、これはスピードがあっていったとか、

こういうふうな事故じゃないかなと思う。私は思うんです。これは運転手のマナーですよね、

はっきり言って。マナーがあれば、くぼみを見つければスピードを落とすわけです。それと、

こういう事故が続くということは連鎖反応を起こします、はっきり言って。おおら、あそこに、

おれのホイールがちょっと悪かったけん、おまえ行ってぽこんとやってこいと。こういうよう

な悪くいえば、こういう連鎖反応も起きてくるということです。そういうのをよく考えながら、

徹底的にこのくぼみの道路の調査、これを早急に実行して、早く補修してしまおうということ

を実行していただきたいと、こう思っております。終わります。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はございますか。 

○ 永末委員 

 ６６番、永末です。私、この事故という中で、この事故の起きたときにどうしてその通報が

され、どの程度のことが何ちゅうんですか、発覚していったかということと。こういう事故の

ことで住民と、あ、住民じゃない、市民と連携しながらこういうものは防いでいくと。非常に

市民の方からの通報があったかなかったかという、ちょっと聞かしてもらいたいんですが、ど

うですか。 

○ 土木管理課長 

 今、事故が発生した箇所において、通報はあってないと思っております。その前に気がつき

まして、うちの方の維持班の方で補修していったという箇所がございます。通報はなかったよ

うに記憶しております。 

○ 永末委員 

 通報がなかって、例えばパトロールの中で見つけて補修をしていったということで、補修を

しておれば完全補修をしておれば、こういう事故はなかったと思うんです。そこはまた次の雨

とか何とかで、ほげたということであろうかと思うけど、これはやっぱり一番気がつきやすい

ちゅうのは、住民の方が一番気がつきやすいです。やすいわけです。いつもそこのところで通

ったり、それから見たりしよるから。それで、私は、先ほどの市長の施政の中でも、やっぱり

住民と云々ということがあるから、私は、住民の方にやっぱりより多く呼びかけて、そういう

ほげがあるとかいうことになれば、即、耳を貸して行動に移るということであれば、こういう

事故ちゅうのはかなり減ってくるんじゃないかと、こう思うんですね。だから、そこのところ

を実行してもらいたいと思いますが、そこのところはどんなものですか。さっきから聞きよっ

たら、検討します、検討します、と言われることに対して、本当に実行されたことは余りない

というのが現実です。そこのところを、検討しますということじゃなくて、実行をしますとい

うことをちょっと言ってほしいぐらいの気持ちがありますが、どんなですか。 

○ 建設部長 

 先ほどから損害賠償の件で８件、よその所管も合わせまして８件でございますけれども、こ

れに対しましていわゆる通報システムの確立、まさに土日とか祝日の通報に対していかに対応

するかということ、それからまた、市長が施政方針で述べていますように、市民との協力を得

ながら体制をとっていくという施政方針もありますので、こういうことについて連絡体制が密

に、しかも素早く対応できるシステムを、今後、検討して、市民の事故防止に最大限努めてま

いりたいと思っております。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

（ な  し ） 
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 質疑を終結いたします。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第８６号 損害賠償の額を定めることにつ

いて」は、原案どおり可決することに御異議はありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第８７号 損害賠償の額を定めることについて」を議題といたします。執行部に

補足説明を求めます。 

○ 都市計画課長 

 議案第８７号 損害賠償の額を定めることについての補足説明をいたします。議案書の

６４ページをお願いいたします。議案第８７号に係ります事項は、平成１８年５月５日午後

９時ごろ、鯰田の市民公園内の陸上競技場メインスタンド前の駐車広場におきまして、事故当

事者が、当駐車広場で休憩しようと普通乗用車を前進させていたところ、夜間で視界が悪かっ

たこともあり、公園の倒木処理で残っておりました切株に当たり、車のバンパー、アンダーカ

バー、クロスメンバー、左フレーム等を損傷したものであります。幸いにいたしまして、身体

に対する傷害はございませんでした。当事故によります過失相殺は、市が３０％、事故当事者

が７０％ということで、仮示談が円満に成立しているところでございます。損害賠償の内訳で

ございますが、乗用車の修理費用１３万６,３９５円のうち、先ほど御説明いたしました市の

過失割合の３０％分、４万９１９円を支払うということでございます。なお、市の負担分４万

９１９円につきましては、全額が全国市長会市民総合賠償補償保険より飯塚市に支払われます。

公園の管理につきましては、日ごろより目視点検を行うなど、事故が起きないように十分気を

つけてまいります。以上で説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第８７号 損害賠償の額を定めることにつ

いて」は、原案どおり可決することに御異議はありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第９３号 飯塚市土地開発公社定款の変更について」を議題といたします。執行

部に補足説明を求めます。 

○ 国県道対策室主幹 

 議案第９３号 飯塚市土地開発公社定款の変更についての補足説明をいたします。議案書の

８２ページをお願いします。飯塚市土地開発公社定款の一部を変更するものです。飯塚市公告

式条例の制定に伴い、飯塚市土地開発公社定款を変更する必要があるため、公有地の拡大の推

進に関する法律第１４条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。次のペー

ジ、８３ページをお願いいたします。土地開発公社定款第５条中、「飯塚市公告式条例（昭和

３８年飯塚市条例第２号）」を「飯塚市公告式条例（平成１８年飯塚市条例第３号）」に改め

るものでございます。公社の公告の方法につきましては定款の第５条で、公社の公告は、飯塚

市公告式条例第２条第２項の規定に準じて行うとされております。具体的には、条例を公布す

る掲示場の変更でございまして、旧飯塚市の５カ所、飯塚市役所、二瀬出張所、幸袋出張所、

鎮西出張所、鯰田出張所の５カ所に、旧４町、今現在、支所になっておりますけれども、その

４カ所を加えた９カ所にするものでございます。附則といたしまして、この定款は福岡県知事
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の認可のあった日から施行し、平成１８年３月２６日から適用するものでございます。次の

ページに新旧対照表をつけていますので御参照をください。以上で説明を終わります。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はございませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第９３号 飯塚市土地開発公社定款の変更

について」は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第９４号 市道路線の認定について」を議題といたします。執行部に補足説明を

求めます。 

○ 土木管理課長 

 議案書の８５ページをお願いいたします。議案第９４号 市道路線の認定について説明いた

します。道路法第８条第１項の規定に基づき、市道路線を認定するため、議会の議決をお願い

するものでございます。今回、認定する路線は、開発、市道の整備、市営甘木住宅解体後の土

地造成に伴う新規認定で、合計１０路線でございます。延長５４３.１メートルでございます。 

議案書の８６ページをお願いいたします。明細書の左端に記載しております番号、１番の路線

は、市道整備に伴い、路線認定を行うものでございます。番号２番、番号６番から１０番の

６路線は、開発に伴い、路線認定を行い、また番号３から５番の３路線につきましては、市営

甘木住宅解体後の土地造成に伴い、路線認定を行うものでございます。なお、路線箇所は

８７ページから９２ページに記載しております。以上、簡単でございますが、説明を終わりま

す。 

○ 委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 人見委員 

 この市道認定路線の明細表の１番、井出ヶ浦６号線についてお尋ねをいたします。この市道

は、既に飯塚市の所有になっておるんでしょうかどうでしょうか。 

○ 土木建設課長 

 お答え申し上げます。井出ヶ浦線のこの部分の用地につきましては、既に交換の手続が終わ

って、契約が終わっております。あと、登記の部分がまだ残っておりますけれども、契約のみ

は終わっております。以上でございます。 

○ 人見委員 

 これはどういう内訳、どういう交換の内容、契約になっているんですか。これはもう、既に

議会に係る必要がないのか、係った後なのか。 

○ 委員長 

 答弁できるの。（「できます。しばらくお待ちください」と呼ぶ者あり） 

○ 土木建設課長 

 お答えします。交換用地といたしまして、飯塚市東小学校の法面敷き４,１７５㎡、市所有

でございます。今件、この物件の道路の物件所有者、三角氏外２名、１,６４３㎡と交換をい

たしております。以上でございます。 

○ 人見委員 

 特段、議会にその交換の議案等、報告等なされる必要はなかったのか。なされて、既に終わ

っているのか。その点いかがですか。 
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○ 土木建設課長 

 等価交換で行っておりますので、歳出はありません。以上でございます。 

○ 人見委員 

 この土地、この市道認定を受けようとされるこの分について、６月２０日付で陳情が出て参

っております。この陳情に対する取り扱いはどのようになされておるのか。 

○ 土木建設課長 

 陳情といたしましては、従前引き継いだとき１件、道路建設に対する請願の陳情が１件、そ

れと今般、本井出ヶ浦６号線の道路の工事を中止をする陳情が１件あります。土木建設課とい

たしましては、本道路は生活道路として考えております。本地域は北側に２００号バイパス、

東側にバイパスへの上り口、南側には鯰田の、市の道路が通っておりますので、かなり環境的

には以前から比べると悪くなっているかとは思われますけれども、本生活道路をつくった際に、

車による生活への影響はさほどではなかろうかと考えております。以上でございます。 

○ 人見委員 

 既に、交換も終わっていて、そして砂利敷きの道路ができておりますが、これはいつどのよ

うな理由で、今回、交換をして市道認定を受けようとされる仮設道路はつくられたのか。その

経緯をお聞かせください。 

○ 土木建設課長 

 浦田地区の市道より入ってくる道路の一部を平成１７年に計画し、側溝のみやりかえており

ます。幅員が狭小のままやりかえておりますので、その部分は大きな道路は通りません。今般、

今、道路認定の方にかけております道路は、その際の仮設道路として使用した道路でございま

す。以上でございます。 

○ 人見委員 

 要するに、既存の狭い道路の側溝の改修の工事によって、唯一の狭い道路そのものが工事に

よって通行できない。そのための仮設のためにつくった道路だと、このような理解でよろしい

んですか。 

○ 土木建設課長 

 そのとおりでございます。 

○ 人見委員 

 この陳情の理由の中に、こういうところがあります。「平成１４年にも同様の計画があり、

このときは予算がつくまで鯰田浦田９組住民は知らず、市の誠意ある対応はなく、平成１５年

３月２８日に中止し、今後は計画段階から協議することを確認したが、今回も一回の相談もな

い」と。このような理由が、陳情書に述べられております。このとおり、事実なのですか。 

○ 土木建設課長 

 お答えします。ただいまの御意見でございますけれども、そのとおりでございます。今回、

この中止を求める陳情者の方には、議会で議決後に地元の方に出かけ、また図面等々は詳細が

できておりませんので、それを提示しながら地元協議に入りたいと思っております。以上でご

ざいます。 

○ 人見委員 

 議会を通過後にその地元に、地元協議ちゃ、ちょっと理解がしづらいんですが。 

○ 土木建設課長 

 一応予算を確定していただかないと、実質的には工事の着手に至るまでになかなかなりませ

んので、地元の方にはその旨、地元協議を行きたいということで伝えております。以上でござ

います。 

○ 人見委員 

 記、次の理由にこういうくだりがあるですね。「既存の道路があり、過去に道路拡幅の機会
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を逃し、現状にてできる整備は完了している。狭小で車両の離合ができず、消防車、救急車が

入れず、危険との理由で計画されたようだが、消防職員は、責任地域は対応できるようになっ

ていると語り、困るのは別のことだそうである」と。要するに、ここは工事の中止を求める陳

情になっているけれども、もともとはこの陳情のこの理由からすると、もう要らないのではな

いかと。このような陳情内容になっておると思うんです。となると、議会の通過を待って、事

後報告で地元協議に入りますちゅうのは、ちょっとおかしいんじゃないの、そうでないの。 

○ 土木建設課長 

 お答えいたします。当路線につきましては、地元町内会よりの要望がございます。その地元

町内会の中にも３組、７組、８組だったかと思いますけれども、よりの陳情が、以前、私ども

の方に提出をされております。今般、この９組と思いますけど、９組の方から反対の陳情が出

ました。以前、工事を行ったときにはこの９組の道路の横を拡幅するということで、工事を取

り下げた経緯があります。今般は、なるべく影響のない範囲で、市有地になるところに道路を

建設するということを設置いたしておりますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。 

○ 人見委員 

 だから、さっきの説明が、ある意味じゃ欠落しておる部分があるでしょう。平成１４年にも

同様の計画がありと、同様の計画とは、多少違う計画なんでしょう。今の答弁の話じゃ、既存

の道路の拡幅で１４年度は計画をして、結果的には１５年３月２８日に、予算計上まで取り下

げて中断したということなんでしょう。今回は、前回の計画の拡幅よりは、若干なりとも、今

回、市道認定する土地は違いますよと、こういう話のように、私は聞こえるんですけど。違い

ます。 

○ 土木建設課長 

 そのとおりでございます。いろいろ協議を重ねた結果でございますけれども、仮設道路等を

使用した方が、また工費も安くなりますのでそういう計画にいたしております。 

○ 人見委員 

 だから、私が言っておるのは、答弁がまると整合性を欠いているんじゃないかと言っている

んです。議会を通して、地元協議を行いますじゃないじゃないですか。地元協議を積み重ねて

きて、今回、こういう方法で要望を満たそうという方法に一歩踏み出そうとしているわけでし

ょう。何できちんとそのあたりを言わないんですかと。今までさんざんばら、ここについては

経緯があるわけでしょうが。多くの人たちは、今回、やっとの思いで喜んでおられるわけでし

ょう。じゃないんですか。だから、きちんと説明をしなさいと言っているんです。経過を。そ

れが違うじゃないですか。そう思いません、課長。今の私に対する答弁、ええ、聞けば、違う

話が出てきよるとじゃないですか。もう一度、この長年の住民の多くの方々の悲願であるわけ

です、ここはです。１４年、１５年の、先ほどの取り下げの経過も踏まえて、一連説明してい

ただけませんか。 

○ 土木建設課長 

 私も引き継ぎを受けましたときは、昭和４８年からの話が出てきました。その当時は、この

浦田地区の９組の方がおられるところは開発もなく、自然関係豊かなところであったそうでご

ざいます。それからいろいろと開発が進み、今の現状のようになっているわけでございますけ

れども、９組の方が当初来られたものですから、周りの周囲の状況が刻々と変わる中、生活状

況がだんだん悪くなってきたと強く感じていらっしゃいます。その気持ちはよくわかりますの

で、この前もお会いしましたときに、計画道路の話には地元には参りますというお話はさせて

いただきました。今後とも、地元、町内会と協議を進めていきながら、お話をさせていただき

たいというふうに考えておりますけど。 

○ 人見委員 

 多くの委員さんたちは、ある意味では、私も旧頴田や庄内の事情がわかっておるかといえば
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わかりません。しかしながら、このように、要するに長年の多くの住民の方が悲願と思ってお

られる、思ってこられたものが現実になろうとはしておる、そのことについては、何ら異論を

差し挟む話じゃないんです。ただ、どこか説明が欠落していたり、突如こうやって中止になっ

て、長年どうなっているかという、やきもきしながら見守ってきた我々というよりも、私とし

ていいかもしれません。何ら事前の話もなく、今回、こういうふうな形で出てくる。おまけに、

まだ１人でも２人でも、そういう意味では反対される方々もおられる。ね、そうした中で、先

ほどの答弁やら聞いていますと、ちょっと違うんじゃないかと。ひょっとしたら、僕がこうい

うふうな話をすると、何か反対されよるんですかと思われたかもしれません。だから、ああい

う答弁になったのかもしれませんが、多くの委員さんたちは何もわからないんです、本当は。

現場でも行って見てもらえれば、どれほど住民の方々が、長年思い悩んできたかちゅうのがよ

くわかるはずなんです。さりとて、こうやって１人、２人と反対をされるんです。ですよね。

だから、ここが難しいんです。だから、１人でも多くのある意味では理解者、理解をしていた

だく機会を設けないといかんのじゃないかと、このように思うから説明を求めたらきちんと返

していただきたいと、このように思うわけです。だから、地元協議がなくて、通過すれば、こ

の陳情を出した方に対して、きちんと改めて説明に伺いますちゅうことなんでしょう。違いま

すか。 

○ 建設部長 

 今、委員、御指摘のとおり、この道路につきましては地域の方々の総体的な方々の昔からの

強い要望、要求あるいは地域のための道路、足元道路としてぜひ必要な道路ということで、連

名の要望書が出てきております。それは過去の正確な年度は覚えておりませんが、数年前ぐら

いからの要望書が出てきておりまして、そしてここに書いておりますように、平成１４年に一

度この計画を立ち上げまして、予算まで取ったという経過がございます。しかし、私どもは、

やはり道路をつくるに当たりましては、地域の方の御理解が得られませんと建設が難しゅうご

ざいますので、せっかく通った予算ではございましたが、平成１４年につきましてはこういう

ことで、工事は一たん中止させていただいたという経過がございます。しかし、やはり再度、

地域の方の町内会長会を含めまして、全体的なほとんどの方の御要望がまたまた出てきました

ものですから、やはり地域の生活道路として、これは確保しなくちゃいかんということで考え

ておりまして、また予算が通ってから話すとかどういうことでもなくて、いろんな地域の方と

の話し合いが、それ以後も続いてきたわけでございまして、この反対の陳情を出された方にお

きましても、５月ごろにお会いさせていただきまして、また御理解をいただけるように頑張っ

ていきたいと思っております。 

○ 人見委員 

 同じ方が同じように陳情を出されておるんです。一度は明確に予算計上までいってて取り下

げるという事態に、執行部は判断、当時はされたんです。何年たちましたか。ね、わずかばか

し距離を置いたから、今回はいいだろうと、執行部は判断をされたということであれば、それ

はちょっと当事者からすればおかしいんじゃないかと。舌も乾かんうちに、今回は少し間を置

きましたので、影響は少ないと思います、なんちゅうのは、ある意味では通らない。その通ら

ない１人、２人のために、多くの方々の要望が撤回されてきたわけです。今回、そこによりど

ころというか、明確に踏み込んだわけでしょうが。ね、だったら、きちんとこういうふうな場

で説明を求めたら、きちんとそれなりに明確に答弁をしてもらわないと、今度、説明、お願い、

了解をいただきに行くときに、きちんとした説明なり執行部の思いなり行政の思いなり、そん

なことが伝えられないんじゃないですか。うじゃうじゃと終わってしまうんじゃないですか。 

同じ地域に住む人たちです。いつもどこかで腹に一物持ちながら生活する日々の状況を考える

と、少しでもそのあたりの解消も含めて、明確に行政のスタンスは説明すべきですし、私が一

面、こうやってマイクを握らしてもらっておるのは、長年かかわってきた私たちもおるわけで
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す。何の報告も説明もいただかずに、今回、こうやって出てきておるわけです。そういう我々

のある程度の経過を知っている者については、どういうことかいという疑問を一面は持ってき

たということ、そのこともひとつ知っていただきたいと思います。ぜひそういう意味では、今

後の鯰田はまだまだあります。ほかにも懸案の生活道路で困窮しているところが。そういうふ

うな次のことも考えると、明確にそうした対応を、今後、お願いをしていきたいと、このよう

に要望して終わりたいと思います。 

○ 委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

（ な  し ） 

 質疑を終結いたします。討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

 討論を終結いたします。採決いたします。「議案第９４号 市道路線の認定について」は、

原案どおり可決することに御異議ございませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

ここで暫時休憩いたします。 

休 憩 １２：２４ 

再 開 １２：３３ 

 委員会を再開いたします。「請願第１号 道路拡幅整備についての請願」を議題といたしま

す。質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 田中博文委員 

 この請願については、現地その他を含めましてわからないことがありますので、できますれ

ば継続審議にしていただきまして、要望したいと思いますが、よろしくお取り計らい方をよろ

しくお願いします。 

○ 委員長 

 ただいま、田中委員から、本日、継続審議としていただきたいとの旨の申し出があっており

ますが、そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

 御異議もないようですから、そのように取り計らさせていただきます。ほかに質疑はありま

せんか。 

（ な  し ） 

 お諮りいたします。本件は、慎重に審査をすべきであるということで継続審議としたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本件は継続審議とすることに決定いたしました。お諮りい

たします。次回の委員会で紹介議員については、事務局に調整をさせたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。それに御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。次に、「請願第２号 踏切

拡幅と道路の新設に関する請願」を議題といたします。質疑を許します。質疑はありませんか。 

○ 田中博文委員 

 ２号も、１号同様に継続審議でお願いしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○ 委員長 

 ただいま、田中委員から、本日、継続審議としていただきたい旨の申し出があっております

が、そのように取り計らってよろしいでしょうか。 
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（ 異議なし ） 

 御異議ないようですから、そのように取り計らせていただきます。ほかに質疑はありません

か。 

（ な  し ） 

 お諮りいたします。本件は、慎重に審査をすべきであるということで継続審議としたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、本件は継続審議とすることに決定いたしました。お諮りい

たします。次回の委員会で、紹介議員の豊原議員に説明を求めたいと思います。これに御異議

はございませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。お諮りいたします。執行部

から案件に記載のとおり、４件の報告をしたい旨の申し出があっております。報告を受けるこ

とに御異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 御異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。「旧伊藤伝右衛門

邸修復前特別公開の実施について」の報告を求めます。 

○ 都市計画課長 

 旧伊藤伝右衛門邸修復前特別公開の実施について報告いたします。旧伊藤邸につきましては、

近代和風建築物の文化的歴史遺産としての位置づけと貴重な観光資源として活用し、地域の活

性化を図るため、今年度から邸内修復工事を予定しておりますが、ことし５月に開催されまし

た産業考古学会第３０回総会におきまして、新たに学会推薦の産業遺産に認定を受けるなど、

全国的に注目を受け、修復前の邸内公開を望む声が市民はもとより、市外の皆様からも寄せら

れている状況でございます。このことから、飯塚市といたしましも、市民を初めとした住民の

皆様に、修復の必要性と歴史的価値を認識してもらうことを目的といたしまして、７月２２日

土曜日、２３日、日曜日の２日間に特別公開を計画いたしております。詳細につきましては、

お手元に配付しております資料に記載しておりますが、委員の皆様におかれましてもぜひ御来

場をいただきますようお願いいたします。なお、実施に係る広報につきましては、市報の７月

号及び飯塚市のホームページに７月１日から掲載し、周知いたしております。以上、報告を終

わります。 

○ 委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。本件は、報告事項でありますので御了承を願います。次に、「工事

請負変更契約について」の報告を求めます。 

○ 土木建設課長 

 報告いたします。１件５,０００万円以上の工事請負契約の報告をいたします。報告の件数

は４件でございます。事業は特定地域開発就労事業であります。お手元の資料、工事請負変更

契約報告書については上段左より、事業名、工事名、請負業者名、変更契約金額、変更増減額、

現契約金額、落札率を記載しております。初めに、津島工業団地１号線道路改良工事（１工

区）の現契約７,１４０万円を２７万９,３００円減額いたしまして、変更契約７,１１２万

７００円といたしました。同じく、津島工業団地１号線道路改良工事（２工区）の現契約

６,７６２万円を１９万３,２００円減額いたしまして、変更契約６,７４２万６,８００円とい

たしました。同じく、伏原１号線道路改良工事は、現契約７,８９６万円を１７万９,５５０円

減額いたしまして、変更契約７,８７８万４５０円といたしました。また、椿多目的広場造成
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工事（１工区）につきましては、現契約９,６８１万円を２４万９,９００円増額いたしまして、

変更契約９,７０５万９,９００円といたしました。これら契約４件は、変更契約はともに労務、

資材単価の改定によるものですが、単価項目に増減があり、各工事で変更内容が異なるため、

減額、増額の部分が生じたものでございます。以上、簡単でございますが、説明を終わります。 

○ 委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。本件は、報告事項でありますので御了承を願います。次に、「工事

請負契約について」の報告を求めます。 

○ 契約課長 

 工事請負契約の締結状況について、お手元に配付しております工事請負契約報告書により報

告をいたします。本件工事は、明星寺川流域下水道事業に伴う潤野・枝国雨水幹線（第３工

区）新設工事であります。この入札執行状況につきましては、建設工事指名競争入札参加者指

名基準により、その有資格者の中から当該工事に対する適応性等を考慮し、業者選考委員会に

おいて、手持ち工事のない土木Ｂランク業者を全社選考の上、指名し、６月２７日に入札を行

いました。その結果、予定価格５,９７４万５,０００円に対し、落札額５,９４３万円、落札

率９９.４７％で、田中産業有限会社が落札をしております。この入札は予定価格及び最低制

限価格を事前に公表し、執行しております。なお、本件工事につきましては、当初５月３０日

に入札を行いまして、６月１日に有限会社松浦産工と請負契約を締結しておりましたが、当社

は、経営規模等評価申請書において虚偽の申請を行ったため、福岡県より営業停止命令を受け、

それを本市に報告しなかったこと、また経営規模等評価申請の再申請を行い、その再審結果に

ついても本市に報告しなかったことの報告義務違反により、契約を解除し、再度指名競争入札

を行ったものでございます。以上、簡単でございますが、報告を終わります。 

○ 委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありますか。 

○ 葛西委員 

 お尋ねしますが、これは工期の期間はどのぐらいでしょうか。どのぐらいちゅうか、何月か

ら竣工が、竣工と。 

○ 契約課長 

 工期につきましては６月の３０日に契約を締結しております。それから、１５０日間で

１１月の２７日まででございます。 

○ 葛西委員 

 これは、民家の玄関に面する箇所が何カ所かあると思うんですが、何カ所ぐらいございます

か。 

○ 都市計画課長 

 本工区につきましては、歩道を挟みまして１カ所でございます。 

○ 葛西委員 

 要望でございますが、民家とのトラブルがないように、よく御説明と御理解をいただいて説

明していただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしておきます。ここの箇所は御商

売をされてありますので、何かとちょっと難しいところがあるかと思いますので。 

○ 委員長 

 よろしいですね、要望です。ほかに質疑はございますか。 

（ な  し ） 

 質疑を終結いたします。本件は、報告事項でありますので御了承を願います。暫時休憩いた

します。次の報告事項は、済みません、私ごとでありますので、この際、除斥し、副委員長と
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交代させていただきます。 

休 憩 １２：４５ 

再 開 １２：４５ 

（ 委員長交代 ） 

○ 副委員長 

 委員長が退席されましたので、副委員長が委員長代理をいたしまして、ただいまより再開を

いたします。次に、「公用車による交通事故発生について」の報告を求める。 

○ 土木管理課長 

 公用車による交通事故発生について御報告申し上げます。平成１８年６月５日午後３時

５０分ごろ、当課の非常勤嘱託員が運転する公用車が公務を終え、帰庁し、公用車車庫に移動

していたところ、議員駐車場からバックで出ようとしている普通自動車と接触し、双方の車が

損傷したものでございます。被害状況につきましては、双方とも人身傷害はありませんでした。

車両損害としましては、市側が助手席側ドア、左後部ドアに、相手方が後部バンパーにそれぞ

れ損害を受けております。なお、この事故による損害賠償については管財課が対応しておりま

す。現在、相手方と交渉中でございます。以上で報告を終わります。 

○ 副委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。本件は、報告事項でありますので御了承をお

願いいたします。 

（ 委員長交代 ） 

○ 委員長 

 以上をもちまして建設委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 


